


公共事業の縮減による影響への対策�

Ｈ16年度要求（案）�

公共事業縮減に伴う�
建設産業対策について�

平成１４年１１月１９日に決定された島根県雇用対策本部の方針に基づき、公共事業
の大幅縮減による建設産業への影響を鑑み、土木部として平成１５～１７年度の３年間、
集中的に建設産業支援策を実施します。�

○経営基盤強化・経営合理化支援�
○新分野進出支援�
○公共事業執行にあたっての対策�
　・ゼロ県債の設定（継続）�
　・県単独用地先行制度の活用による工事費の確保（継続）�
　・工事発注等における県内業者の優先（継続）�

（１）新分野進出支援セミナー�
新分野進出に意欲のある建設産業者の関心の高い分野（リフォーム、環境、介護、農業）
について、実践的な研修会を開催する。（４カ所）�

（２）経営革新トップセミナー�
経営改善、経営革新に意欲的な建設産業者に対し、経営戦略に関したセミナーを実
施する。（２カ所）�

（３）経営支援体制強化事業�
建設産業者がより身近な機関で、より具体的な経営指導が受けられるよう県内の商工
団体等の経営指導員を活用し、経営支援体制を充実する。�
�

【Ｈ15実施内容】�
・新分野進出や経営基盤強化及び経営合理化に向けた研修会実施（６月～９月）�
・シンポジウムの開催（10月）�
・研修会テキスト（小冊子）作成�
・専門家の相談窓口設置（９月～11月）�

島根県土木部土木総務課�

１．建設産業経営革新促進事業�

新分野進出のための事業化、市場化の可能性の調査や研究等に対する助成金。�
　＊１グループ当たり上限500千円�
【改正点】�
　　建設業者のグループのみを対象としていたものから、建設業者と県内の他の業種との
　グループも対象とする。�

２．新分野進出支援事業�

合併後、建設技術者を引き続き１年間雇用した事業主に対する助成金。�
　＊技術者１人当たり200千円（１社あたり上限10人）�

３．合併支援助成金【Ｈ15制度化→Ｈ16～交付】�



建設業法施行規則第１８条の２の規定に基づき、発注者と請負契約を締結できるのは、審査

基準日から１年７月の間に限られる。�

申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、「公共工事を請け負うことができる期間」が短く

なり又は継続せず切れ目ができるので注意しよう。�

（事務局だより）�

事務局で最近気のついた項目をメモしました。今後の取り扱いに注意しましょう。�

◎経営事項審査の申請は速やかに行う。�

島根県土木部では公共工事における不当な安値受注は、品質の確保及び下請業者への

しわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等のことから、次の対策が取られます。�

　　最低制限価格の設定を変動（請負対象額１０分の８目途を個々の入札において変動）�

　工事費内訳書の確認（契約時に工事費内訳書の再確認、必要に応じ事情聴取）�

　現場立入、監督検査の重点化（技術者の配置、施行体制、安全管理の状況等確認）�

◎公共工事における取り扱い通知�

要領の改正により、平成１５年１０月１日から工事費内訳書の提出が必要となりました。�

≪土木一式３,０００万円以上、建築一式４,５００万円以上、その他１,０００万円以上≫�

従って土木一式工事以外で発注される、とび土工コンクリート工事、ほ装工事、電気工事、

管工事などは、その他工事の１,０００万円以上が適用されます。�

又、提出された内訳書は、積算担当者が確認し、疑義がある場合は、建設工事等入札不正行

為情報対応要領により処理されます。�

◎島根県建設工事等入札要領の改正�

建設業法施行規則第２５条の規定に基づき、店舗及び工事現場に掲示する標識については、

記載事項・寸法が定められています。�

現場では、縮小した標識も見受けられますが、正規な寸法で掲示するよう注意しましょう。�

又、工事現場では下請業者分もすべて必要です。�

◎建設工事の現場に掲示する標識�
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昨年の後半から、「景気に明かりが見えてきた」と新聞等で報じられています。

製造業を中心に、業績の回復が見られることからだそうです。そして、今年の

景気動向も強気の見通しが多く、日本全体で見れば「いい方向へ向かっている」

とのことです。�

さて、『島根県』『建設業』の中で考えてみますとどうでしょうか？一昨年

より去年、去年よりも今年と、だんだん厳しさを増しているというのが現状と

言わざるを得ません。�

しかし、今だからこそ出来る事、今やらなくてはならないことを考える時で

あり、又それが我々への試練だと受け止め、国際化・少子高齢化・情報化の

進む今の時代に合った建設業へと変化を遂げる時期なのではないでしょうか。�

そのうえで「競争」と「協調」のバランスが取れた建設業界が構築できれば、

と願ってやみません。�

経営改善研究委員　　三原　昇�
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